
もとまるパーク特定公園施設譲渡契約書（案）

本巣市（以下「甲」という。）と譲渡人○○○○○（以下「乙」という。）とは、令和５年１

２月○○日に取り交わしたもとまるパーク整備運営事業に関する基本協定書に基づき、次のとお

りもとまるパーク特定公園施設譲渡契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（譲渡物件）

第１条 乙が甲に譲渡する物件（以下「譲渡物件」という。）は、別紙物件目録のとおりとする。

（所有権の移転）

第２条 譲渡物件の所有権は、令和７年３月３１日に、乙から甲に移転し、かつ、引渡しを行う

ものとする。ただし、甲及び乙は、協議により引渡日を変更することができるものとする。

（登記の嘱託）

第３条 乙は、前条の定めにより、所有権の移転登記手続に必要な書類一式を甲に提出するもの

とし、甲が所有権の移転登記手続を行うものとする。この場合において、当該登記手続に要す

る費用は、乙の負担とする。

（譲渡の対価）

第４条 譲渡物件の対価は、特定公園施設の整備に要する費用として○○○○○円（うち消費税

及び地方消費税額○○○○○円）とする。

（譲渡価額の支払）

第５条 乙は、第２条の規定により譲渡物件を甲に引き渡した後、対価の支払を書面により甲に

請求するものとする。

２ 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から４０日以内に 第４条に規定する金額を乙に

支払うものとする。

（遅延利息）

第６条 甲は、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延した時は、その遅延した額につき、遅延日

数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条によ

り財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、そ

の支払の遅延が天災その他不可抗力によるものと乙が認めたときは、乙は遅延利息を免除する

ものとする。

（契約の費用）

第７条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

（契約の変更）

第８条 本契約の変更については、甲及び乙の書面による同意をもってのみこれを行うことがで

きる。

※本協定書（案）は、現時点において想定される基本的な内容を記載したものであり、認定計画提出

者との協議により、記載内容を修正する予定です。



（裁判管轄）

第９条 本契約に関して紛争が生じたときは、岐阜地方裁判所を第１審の管轄裁判所とする。

（協議）

第１０条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議し

て定めるものとする。

本契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、記名押印のうえ、甲及び乙が各一通を所

有するものとする。

令和 年 月 日

甲 本巣市文殊324番地

本巣市長 藤 原 勉 印

乙 （住 所）

（代表者） 印


